
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第８５号 

事故等種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２１年１月１６日 ０５時４５分ごろ 

発生場所 香川県坂出市乃生
の お

岬沖 備讃
びさん

瀬戸
せ と

東航路中央第１号灯浮標 

（概位 北緯３４°２３.５′ 東経１３２°５２.６′） 

事故等調査の経過  平成２１年３月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 SHINKEN
シ ン ケ ン

 ACE
エース

（シンガポール共和国）、７,４５４トン 

９３６４８８７（IMO番号）、SHINKEN TRADING SINGAPORE PTE LTD 

乗組員等に関する情報 船長（フィリピン国籍） 

死傷者等 なし 

損傷 船体 損傷不明 

灯浮標 防護策曲損及び擦過傷 

事故等の経過 本船は、船長ほか１６人（全員フィリピン共和国国籍）が乗り組み、香

川県坂出港から香川県丸亀港に向け航行中、平成２１年１月１６日０５時

４５分ごろ、備讃瀬戸東航路中央第１号灯浮標に衝突した。 

気象・海象 気象：不明 

海象：不明 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

本船は、乃生岬沖の備讃瀬戸東航路を航行中に

備讃瀬戸東航路中央第１号灯浮標に衝突したも

のと考えられるが、調査ができなかったため、衝

突の状況を明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が乃生岬沖の備讃瀬戸東航路を航行中に備讃瀬戸

東航路中央第１号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられ

るが、原因を明らかにすることができなかった。 

 




